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1 国連憲章の世界
連合国から国際連合へ

2 今日のポイント
• 国連憲章の成立についてのべなさい
• 国連憲章における集団安全保障はどのようなものか。その弱点ものべなさい
• 冷戦下の国連についてエピソードをまじえて記述しなさい
• 国連事務総長の「国際的性格」について、具体例をあげながら論じなさい

3 キーワード
1 • 大西洋憲章

• 連合国共同宣言
• モスクワ宣言
• カイロ宣言
• カイロ会議
• ダンバートン・オークス会議
• ヤルタ会談
• ヤルタ体制
• サンフランシスコ会議
• 第２条第４項
• 武力行使
• 集団安全保障
• 第７章
• 安全保障理事会
• 国連軍
• 特別協定
• 国連参加法（ＵＮＰＡ）
• アメリカ合衆国憲法
• 大統領
• ニューヨーク
• 事務総長
• 拒否権
• 国際的性格

2 • 職員
• トリグベ・リー
• ダグ・ハマーショルド
• ウ・タント
• クルト・ワルトハイム
• ハビエル・ペレス・デクエヤル
• ブトロス・ブトロス・ガリ
• コフィ・アナン
• 潘基文
• 朝鮮国連軍
• 総会
• 平和のための結集決議
• コンゴ動乱
• コンゴ国連軍（ＯＮＵＣ）
• パトリス・ルムンバ
• トロイカ
• 中立性
• 加盟
• 第三次中東戦争
• 第６章
• 紛争の平和的解決
• 安保理決議２４２
• 調停案

4 １９４１年 大西洋憲章
• 第八に、両者は、世界のすべての国民が、実際的およぴ精神的のいずれの見地からみても、
武力の使用の放棄に到達しなければならないと信ずる。陸、海又は空の軍備が、自国の国境
外における侵略の脅威を与え又は与えることのある国々において引続き使用される限り、いか
なる将来の平和も維持され得ないのであるから、両者は、一層広範かつ恒久的な一般的安全
保障制度が確立されるまでは、このような国々の武装解除は欠くことのできないものであると信
ずる。両者は、また、平和を愛好する国民のために、恐るべき軍備の負担を軽減する他のすべ
ての実行可能な措置を援助し、かつ、助長する。
– 大沼保昭、藤田久一編、『国際条約集 ２００３年版』、有斐閣、２００３年、７５４ページ。

5 連合国共同宣言とモスクワ宣言
• １９４２年 連合国共同宣言

– このとき２６か国が署名
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– 枢軸国に完全勝利するまで戦うことを宣言
– “Declaration by United Nations”

• １９４３年 モスクワ宣言
– 米英ソ外相
– 米英ソ中が「国際の平和及び安全のため」「すべての平和愛好国の主権平等の原則に基づ
く」「一般的国際機構」「を設立する必要性を認識」

6 カイロ宣言
• １９４３年１１月、米英中首脳が対日戦を議論するためカイロ会談
• 「千九百十四年の第一次世界戦争の開始以後に日本国が奪取し又は占領した太平洋におけるすべての島を
日本国からはく奪」、「満洲、台湾及び膨湖島のような日本国が清国人から盗取したすべての地域を中華民国
に返還」

• 「暴力及び強慾により日本国が略取した他のすべての地域から駆逐」
• 「朝鮮を自由独立のものに」
• 石井修、『国際政治史としての２０世紀』、有信堂高文社、２０００年、１２９ページ。

7 ダンバートン・オークス会議
• １９４４年８～１０月
• ソ連は日本と日ソ中立条約があるので中国と同席できないとし、２部にわかれる
• ４大国はそれぞれの提案

• 米国案：「国際機構のための暫定提案」
• イギリス案：５本の覚書
• ソ連案：「国際安全保障機構についての覚書」
• 中国案：「国際機構の憲章に必須な諸点」

– 総会、理事会、事務局、司法裁判所をもうけることには一致
• Evan Luard, An History of the United Nations, vol. 1 (London: Macmillan, 1982), pp. 23-27. http://www.un.org/UN50/Photos/un50-015.gif

8 「国際連合」の名称
• 「われわれはこの頃までに、新しい機構のことをしばしば「ユナイテッド・ネーションズ」とよんでいた。この名称は
われわれの草案の一部ではずっと前から使っていた。‥‥グロムイコは試案として「世界同盟」（ワールド・ユニ
オン）という名前を提案した。カドガンは、英国政府は「ユナイテッド・ネーションズ」という名前を余りすいていな
いと思う、と述べ、「ユニオン」という言葉を含む名前を提案したいと考えている、と述べた。

– コーデル・ハル、『ハル回顧録』、宮地健次郎訳、中央公論新社、２００１年、２６５ページ。

9 ヤルタ会談
• １９４５年１～２月
• 米英ソ首脳
• 戦後処理

– ドイツの分割占領
– 国境問題
– ポーランドでの自由選挙
– 東アジアでのソ連の権益

• 「千九百四年の日本国の背信的攻撃により侵害されたロシア国の旧権利」、「千島列島は、ソヴィエト連邦に引渡す」
– ソ連の対日参戦

• 国連
– 平和的紛争処理についての拒否権否認
– ベラルーシとウクライナの国連加盟（ソ連の３票）
– 信託統治制度（米国は全植民地が対象となることを希望）

• 石井修、『国際政治史としての２０世紀』、有信堂高文社、２０００年、１２０ページ。

10 ヨーロッパのヤルタ体制
• 石井修、『国際政治史としての２０世紀』、有信堂高文社、２０００年、１２３ページ。

11 サンフランシスコ会議(1945)
• ４～６月開催。５０か国が国連憲章に署名
• 中小国からの要求

– ×拒否権の制限（オーストラリア）
• 平和的紛争解決を手続事項とすることについてトマス・コナリー上院議員の反論

– ×安保理の常任・非常任の議席（中小国）
– ×地域的取り決めの権限拡大（ラテンアメリカ）
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– ×強制措置にたいする総会の承認（ニュージーランド）
– △総会でのあらゆる問題の議論（ニュージーランド）
– ○主要機関としての経済社会理事会（中小国）
– ×信託統治領の管理国の権利の制限
– ×国内問題への国際司法裁判所の管轄権（ラテンアメリカ）
– ×事務総長選出にたいする拒否権の否定

• Luard, chap. 3, pp. 37-68. 

• １０月２４日（国連の日） 国際連合発足
– 原加盟国は５１か国

• Stephen C. Schlesinger, Act of Creation: The Founding of the United Nations: A Story of Superpowers, Secret Agents, Wartime Allies and Enemies, and Their Quest for a Peaceful World (Boulder: Westview Press, 2003). 
http://www.un.org/UN50/Photos/un50-020.gif

12 武力行使は原則禁止
• 第２条 ‥‥
• ４ すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる
国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいか
なる方法によるものも慎まなければならない。

• 例外
– 集団安全保障

• 第７章
– 自衛権

• 第５１条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力行使が発生した場合には、安全保障理事会が国際の
平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。

13 第７章安全保障理事会による集団安全保障
• 安全保障理事会の権能（第３９条）

– 平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定
– 勧告

• 非軍事的措置（第４１条）
– 「経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中
断並びに外交関係の断絶」

• 軍事的措置（第４２条）
– 「加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動」

14 国連軍を組織する協定を事前に
• 特別協定（第４３条）

– 加盟国は「特別協定に従つて、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事
会に利用させることを約束」

– しかし、むすばれないときは、
– 特別協定成立前の五大国の責任(第１０６条)

• 必要な共同行動をこの機構に代つてとるために相互に及び必要に応じて他の国際連合加盟国と協議
– ←対ソ包囲網となることをソ連が警戒したことなどにより失敗

• 軍事参謀委員会（第４７条）
– 安保理による兵力の使用・指揮、軍備規制、軍備縮少に助言

15 主権 対 集団安全保障
• 国連参加法（ＵＮＰＡ）

– １９４５年１２月１０日
– 大統領に特別協定をむすぶ権限をあたえる。協定の発効には議会による承認が必要であるものの、安保
理決議にしたがって米軍を派遣するには議会の授権は不要となる。

• アメリカ合衆国憲法
– １８８７年５月起草
– 第一条第八節① 連邦議会は、左の権限を有する。‥‥
– ⑪ 戦争を宣言し、‥‥
– 第二条第二節① 大統領は、合衆国の陸海軍および現に召集されて合衆国の軍務に服している各州の民
兵の総指揮官である。‥‥

– 「アメリカ合衆国」、野坂泰司訳、樋口陽一、吉田善明編、『解説 世界憲法集』、第４版、三省堂、２００４年、 ５４、５７ページ。

16 本部はニューヨークに

17 事務総長・職員の憲章上の規定
• 事務局は「一人の事務総長」と「職員」から構成（９７条）
• 事務総長の権限
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– 安保理の勧告にもとづき総会が任命（９７条）
• →拒否権

– 国際の平和および安全にたいする脅威について安保理に注意喚起できる（９９条）
– 職員を任命（１０１条１）

• 事務総長と職員の「国際的性質」
– いかなる政府や当局からも指示をもとめたり、受けたりしない（１００条１）
– 加盟国は国際的性質を尊重し、左右しようとしてはならない（１００条２）

• 職員の属性
– 雇用と勤務条件の原則は、最高水準の能率、能力、誠実（１０１条３）
– 採用の原則は、「なるべく広い地理的基礎」（１０１条３）
– 特権・免除を享有（１０５条２）

18 歴代事務総長

19 トライジブ・リー
• １８９６～１９６８。ノルウェーの国会議員、法務大臣、貿易・産業・船舶・漁業大臣、外務大臣を
歴任

• 業績
– イラン、ギリシア、パレスチナ、中国、ベルリンの問題に意欲をしめし、大国と摩擦
– 平和２０年計画

• 米国は冷淡
– 朝鮮戦争での国連軍派遣に積極的
– １９５０年、安保理でソ連の拒否権にあいながら重任したものの、辞任

• 明石康、『国際連合』、１９８５年、岩波書店、２３６―２３８ページ。http://www.un.org/UN50/Photos/un50-025.gif

20 朝鮮国連軍
• 安全保障理事会決議83(採択1950.6.27.)

– 「 国際連合加盟国が、武力攻撃を撃退し、かつ、この地域における国際の平和と安全を回復するために必要と思われる援助を、
大韓民国に提供することを勧告する。」

• 賛成7(中・仏・英・米・キューバ・エクアドル・ノルウェー) 反対1(ユーゴスラビア) 投票不参加2(エジプト、インド) 欠席1(ソ連)

• 安全保障理事会決議84(採択1950.7.7.)
– 「３ 前記の安全保障理事会決議に従って、兵力およびその他の援助を提供しているすべての加盟国が、それらの兵力およびそ
の他の援助をアメリカ合衆国のもとの統一司令部に提供することを勧告する。

– ４ 合衆国に対し、そのような軍隊の司令官を任命することを要請する。
– ５ 統一司令部が、その裁量によって、北朝鮮軍に対する作戦中に、参加している諸国の旗とともに、国際連合旗を使用すること
を許可する。」

• 賛成7(中・仏・英・米・キューバ・エクアドル・ノルウェー) 反対0 棄権3(エジプト、インド、ユーゴスラビア) 欠席1(ソ連)横田洋三編、『国連による平和と安全の維持』、
国際書院、２０００年。

21 平和のための結集決議
• １９５０年１１月３日 国連総会
• 「決議Ａ Ａ１ 平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為があると思われる場合において、安全保障理事
会が、常任理事国の全員一致を得られなかったために国際の平和及び安全の維持に関するその主要な責任
を遂行しえなくなったときは、総会は、国際の平和及び安全を維持し又は回復するための集団措置（平和の破
壊又は侵略行為の場合には必要に応じ兵力を使用することを含む。）を執るように加盟国に対し適当な勧告を
行う目的をもって、直ちにその問題を審議すべきことを決議する。総会は、その時会期中でない場合には、要請
があった時から２４時間以内に緊急特別会期を開くことができる。この緊急特別会期は、いずれかの７理事国
の投票に基づく安全保障理事会の要請又は国際連合加盟国の過半数の要請があったときに招請されるものと
する。」

– 横田洋三編、『国連による平和と安全の維持』、国際書院、２０００年。

22 ダグ・ハマーショルド
• １９０５～１９６１。ストックホルム大学政治経済学助教授、スウェーデン国立銀行総裁、外務大
臣を歴任

• 業績
– １９５５年 朝鮮戦争での米国人捕虜を中国から帰還させる
– １９５６年 スエズに国連緊急軍（ＵＮＥＦ）派遣

• 予防外交を提唱
– ヨルダン、レバノン、ラオス、タイ、カンボジアの問題に対処
– １９６１年 ノーベル平和賞

• ダグ・ハマショルド：国連の日々（国連ダグ・ハマショルド図書館）
• Meditation Room

23 コンゴ動乱
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• １９６０年
– ６月 コンゴ独立
– ７月 ライバルであるカサブフ大統領とパトリス・ルムンバ首相がそれぞれ事務総長に軍事援助を要請
– 安保理、ベルギー軍に撤退を要求し、国連にコンゴ政府への軍事支援の権限をあたえる決議１４３。（のちに、１４５、１４６）
– コンゴ国連軍（ＯＮＵＣ）結成（最大要員２００００人弱）。カタンガに進駐。ベルギー軍撤退
– ルムンバ首相、ＯＮＵＣにカタンガの鎮圧を要求するも拒絶。中央政府軍みずから派兵
– ９月 ルムンバが罷免され、カタンガに引き渡され殺害

• １９６１年
– ９月１７日 カタンガの指導者とあうためローデシアにむかう途中、ハマーショルドが飛行機の墜落により死去。原因は不明

24

25 ソ連にたたかれる
• ソ連によるトロイカ提案

– コンゴでの国連の活動に不満であったソ連が、１９６０年に提案
– 西側、東側、中立国の三者からひとりずつ選任

• ＝事務総長のイニシアティブ低下をねらう
– ハマショルドの死によって終息

• ハマショルドにとっての中立性
– 「もし国際公務員制度の批判者が、国際公務員が国連総会や安保理事会の要請に応じて政治的争点に自らの立場をとることを
許されるべきでないという意味で中立性を要求するならば、こうした要求は国連憲章に違反しているというべきである。だが、もし
“中立性”ということが、国際公務員が政治的意味あいをもつ執行的任務を果すにあたって、国家利益やグループの利益、さては
イデオロギーの影響から完全に自由でなければならないということであるならば、これは連盟規約におけると同じく、国連憲章に
おける国際公務員の理念にとって基本的な重要性をもっている。」明石康、『国際連合』、１９８５年、岩波書店、２７０ページ。

26 冷戦と日本の国連加盟
• 憲章上の規定

– 加盟資格は、憲章の義務を受諾し、履行の能力・意思をもつ平和愛好国（第４条）
– 安保理の勧告にもとづき総会の３分の２で決定（第４条、第１８条）

• 西側多数の総会は１９４６年以降、非共産国を有資格とする
– 非共産国 アイルランド、ヨルダン、ポルトガル、イタリア、オーストリア、フィンランド、スリランカ、ネパール、韓国、リビア、南ベトナム、カンボジ
ア、日本、ラオス、スペイン

• ソ連は共産国が承認されないかぎり安保理で拒否権
– 共産国 アルバニア、モンゴル、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、北朝鮮、北ベトナム

• １９５１年 日本、ＵＮＥＳＣＯ（国連教育科学文化機関）加盟（翌年独立）
• １９５５年 日本、モンゴル（中華民国が自領と主張）、朝鮮半島、ベトナムをのぞく１６か国加盟
• １９５６年、１０月に日ソ共同宣言、１２月１８日、日本、国連加盟

– Evan Luard, An History of the United Nations, vol. 1 (London: Macmillan, 1982), pp. 361-372. 財団法人に本国際連合協会、『Today’s Guide to the United Nations』、講談社、１９９８年、１８ページ。©UN/DPI

27 ウ・タント
• １９０９～１９７４。ミャンマーの国連代表
• 業績

– 西イリアン問題、キプロス問題、印パ戦争、ベトナム戦争、ナイジェリア内戦にとりくむ。しかし、うまくいかな
かったものもおおい

– 財政問題に直面

28 第三次中東戦争における調停案
• 国連憲章第６章 紛争の平和的解決

– 第３６条第１項 安全保障理事会は「適当な調整の手続又は方法を勧告することができる。」
• 安保理決議２４２ （１９６７年１１月２２日）

– 戦争でイスラエルはヨルダン川西岸、ガザ、シナイ半島、ゴラン高原を占領
– 「一、憲章の諸原則の履行のためには、次の両原則の適用を含む、中東の公正かつ永続的平和の確立を必要とすることを確認
し、

• （ｉ）最近の紛争において占領された領土からのイスラエル軍隊の撤退、
• （ｉｉ）あらゆる交戦の主張ないし交戦状態の終結、ならびに同地域のすべての国の主権、領土不可侵および政治的独立および武力による
威嚇または武力の行使を受けることなく、安全なかつ承認された境界の中で平和に生存する権利の尊重と確認、

– 二、更に次の諸点の必要性を確認し、
• ‥‥
• （ｂ）難民問題の公正な解決を達成すること、
• ‥‥」

– シドニー・Ｄ・ベイリー、『中東和平と国際連合』、木村申二訳、第三書館、１９９２年、３１４ページ。

– 賛成１５か国 アルゼンチン、ブラジル、ブルガリア、カナダ、中国、デンマーク、エチオピア、フランス、インド、日本、マリ、ナイジェ
リア、ソ連、イギリス、アメリカ

29 あいまいな“territories”の解釈
• 「アラブ諸国とその友好国は英文の「領土」の前に「定冠詞the」を入れるべく懸命な努力をしたが、というのは、
最近の紛争で占領した「領土［定冠詞つきの複数―訳者］the territoriesからの」イスラエル軍隊の撤退は、まぎ
れもなく完全撤退を意味すると思われるのに対し、「領土［定冠詞なしの複数］from territoriesからの」撤退とい
う表現は部分撤退と解されかねないと、信じたからであった」

– シドニー・Ｄ・ベイリー、『中東和平と国際連合』、木村申二訳、第三書館、１９９２年、２３２ページ。
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• 決議の解釈
– 完全撤退 イギリス、ソ連、非同盟諸国、（エジプト）
– 部分撤退 米国、（イスラエル）

30 クルト･ワルトハイム
• １９１８～。オーストリアのカナダ大使、国連大使、外務大臣を歴任
• 業績

– キプロス、イエメン、イランの問題に対処
– 米国の分担金を３１．５パーセントから２５パーセントに縮小

• のちにオーストリア大統領就任中にナチス・ドイツにおける軍歴が問題化
– http://www.un.org/UN50/Photos/un50-053.gif

31 ハビエル・ペレス・デクエヤル
• １９２０～。ペルーのソ連大使などを歴任
• 業績

– イラン・イラク戦争、中米和平、カンボジア、アパルトヘイトにとりくむ
• フジモリ政権に対抗して大統領選挙に出馬するも敗北

– REUTERS/THE BETTMANN ARCHIVE. Microsoft(R) Encarta(R) Reference Library 2003. (C) 1993-2002 Microsoft Corporation. All rights reserved.

32 ブトロス・ブトロス・ガリ
• １９２２～。ジプトの外務大臣、国会議員を歴任
• 業績

– 「平和への課題」を作成
– ハイチ、ソマリア、旧ユーゴスラビア、カンボジアで平和活動を積極的に推進

33 コフィ・アナン
• １９３８～
• 国連でＰＫＯ担当事務次長をつとめる
• ２００１年 ノーベル平和賞
• 業績

– イラク問題にとりくむ
– 国連ミレニアムサミットを主催

• Oil-for-Food Programにかんするスキャンダルで子息の名も

34 日本人職員数の問題
• この中の枢要に日本人がいないということは、日本にとって有力な足場を持てず致命的な外交上の欠陥になりうると考えなければな
らない。中立性を建前としていても、わずかの例をのぞいて、職員は出身国の政府を意識し、その働きかけや圧力のもとで、愛国的
な行動をとることが多いのが、国連の現実である。また、各国政府はこのような職員を通じて、国益の増進を図ろうと全力をあげてい
るのだ。」

– 勝野正恒、二村克彦、『国連再生と日本外交』、国際書院、２０００年、１４３ページ。朝倉弘教、『国際機関事務局』、日本関税協会、１９９９年、３１、３３ページ。外務省の国際機関採用サイトhttp://www.mofa-
irc.go.jp/


